
 

 

 川崎市公舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ８ 年 ６ 月３０日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦   

 

川崎市規則第５８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



川崎市公舎管理規則の一部を改正する規則 

川崎市公舎管理規則（昭和４１年川崎市規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２号中「又は入居承認」を削る。 

第３条中「、市長公舎」及び「及び職員公舎」を削る。 

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 

第１１条第１項中「及び職員公舎」を削る。 

第１３条から第１５条までを次のように改める。 

第１３条から第１５条まで 削除 

第２４条第１項中「及び職員公舎」を削る。 

第２７条の見出し中「入居命令等」を「入居命令」に改め、同条第１項中「

又は入居承認」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同項第１号中「、第１

４条」を削る。 

第３３条を次のように改める。 

第３３条 削除 

別表第１多摩区役所の項を削る。 

第１号様式中 

「 

   

                 」 

を 

「 



  

                 」 

に、 

「 

   

                      」 

を 

「 

  

                      」 

に、 

「 

  

 

 

 

         」 

を 

「 

 

 

 

 

              」 

に改める。 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式から第５号様式までを次のように改める。 

第３号様式から第５号様式まで 削除 

第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式中 

「 

   

                 」 

を 

「 

   

                 」 

に、 

「 

   

                       」 

を 

「 

  

                      」 

に、 

「 

 

 

          」 

を 

「 

  

 



           」 

に、 

「 

 

       」 

を 

「 

 

       」 

に改める。 

第９号様式中 

「 

    

                 」 

を 

「 

   

                 」 

に、 

「 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  」 

を 

「 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                               」 



に改める。 

第１０号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式中 

「 

    

                 」 

を 

「 

   

                 」 

に、 

「 

   

                        」 

を 

「 

  

                       」 

に、 

「 

 

 

 

 

 

            」 

を 



「 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

第１３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式中 

「 

    

                            」 

を 

「 

   

                                        」 

に、 

「 

    

           」 

を 

「 

   

 」 

に、 

「 

  

          」 

を 

「 

   

          」 

に、 



「 

    

          

 」 

を 

「 

   

          

」 

に、 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年７月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 


